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附則  

 

食は、人の生命と健康の源であり、人が生きていく上で欠くことのできないものであ

る。健全な食生活を維持し、豊かな暮らしを実現するために、食品の安全性の確保は不可

欠であり、私たちは、その安全性を信頼してはじめて、安心して食生活を営むことができ

る。  

本県は、三方が海に開けた豊かな自然に恵まれ、多彩な農林水産物や優れた加工食品の

生産地となっている。また、この地では古くから文物が交流し、地域の歴史と伝統に培わ

れた独自の食文化を継承し、育んできた。  

一方、科学技術の進歩や国際化の進展に伴い食生活を取り巻く環境が大きく変化してい

る中で、食品の安全性が脅かされ、又は食品に対する信頼が損なわれる事態が相次いで発

生している。  

こうした事態に対処し、食の安心・安全を確保することは、私たち山口県民の強い願い

であり、県、食品関連事業者及び県民は、食の重要性を十分に認識し、それぞれの責務と

役割を果たしながら、互いに協働して、食の安心・安全の推進に地域社会全体で取り組ん

でいく必要がある。  

ここに、私たちは、暮らしを安心で豊かなものとし、本県の住み良さを高めるため、将

来にわたって食の安心・安全を推進することを決意し、この条例を制定する。 

  

第一章 総則  

 

（目的）  

第一条 この条例は、食の安心・安全の推進について、基本理念を定め、並びに県、食品



関連事業者及び県民の責務及び役割を明らかにするとともに、食の安心・安全に関する

施策の基本となる事項並びに県民の健康被害の防止及び食品表示の適正化に必要な事項

を定めることにより、食の安心・安全を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康

の保護並びに消費者に信頼される安全な食品の生産及び供給に寄与することを目的とす

る。  

 

（定義）  

第二条 この条例において「食の安心・安全」とは、食品が十分な安全性を有しており、

かつ、食品の信頼性が維持された状態となるようにすることをいう。  

２ この条例において「食品」とは、すべての飲食物（医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬

品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。）をいう。  

３ この条例において「食品関連事業者」とは、食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあ

る農林漁業の生産資材、食品若しくは添加物（食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三

十三号）第四条第二項に規定する添加物をいう。）又は器具（同条第四項に規定する器

具をいう。）若しくは容器包装（同条第五項に規定する容器包装をいう。）の生産、輸

入又は販売その他の事業活動を行う事業者をいう。  

４ この条例において「食品表示」とは、食品の品質、規格、保存の方法その他に関する

表示をいう。  

 

（基本理念） 

第三条 食の安心・安全は、県民の健康の保護及び食品の信頼性の確保が最も重要である

という基本的認識の下に推進されなければならない。  

２ 食の安心・安全は、農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の食品供給の行程(以

下「食品供給行程」という。）の各段階において、それぞれの関係者が食の安心・安全

に関して責任を有することを認識し、適切な措置を講ずることにより、推進されなけれ

ばならない。 

３ 食の安心・安全は、県、食品関連事業者及び県民が、情報及び意見の交換その他の交

流を通じ、それぞれが担う責務又は役割を相互に理解し、互いの協力の下に取り組むこ

とにより、推進されなければならない。 

４ 食の安心・安全は、県、食品関連事業者及び県民が、消費者の意識の変化に的確に対

応し、消費者の利便の増進に寄与することを旨として、推進されなければならない。 

 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に規定する食の安心・安全の推進についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、食の安心・安全に関する施策を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

 

（市町との連携） 

第五条 県は、食の安心・安全に関する施策を地域の実情に応じて効果的に実施するた



め、市町との密接な連携を図るものとする。  

 

（食品関連事業者の責務） 

第六条 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、自

らが食の安心・安全についての第一義的責任を有していることを認識し、食の安心・安

全を推進するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する食の安心・安全に関す

る施策に協力する責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を

行うに当たっては、その事業活動に係る食品に関する正確かつ適切な情報の提供に努め

なければならない。 

３ 食品関連事業者は、第一項の措置を講ずるに当たっては、その使用人その他の従業者

が食品の安全性の確保及び信頼性の向上に関する知識及び理解を深めることができるよ

う、特に配慮しなければならない。 

  

（県民の役割） 

第七条 県民は、自ら進んで食品の安全性の確保及び信頼性の向上に関する知識及び理解

を深めるよう努め、食品の消費に際しその安全性を損なうことがないよう適切に行動す

ることによって、食の安心・安全の推進に積極的な役割を果たすものとする。 

２ 県民は、県が実施する食の安心・安全に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

 

第二章 食の安心・安全に関する基本的施策 

 

（基本計画） 

第八条 知事は、食の安心・安全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食

の安心・安全の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定しなけれ

ばならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 食の安心・安全に関する施策についての基本的な方針 

二 食の安心・安全に関する施策の推進に関する目標 

三 食の安心・安全に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

四 前三号に掲げるもののほか、食の安心・安全に関する施策を総合的かつ計画的に推 

進するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映す

ることができるように適切な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、山口県食の安心・安全審議

会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 



（農林水産物の安全性の確保及び信頼性の向上） 

第九条 県は、農林産物の安全性の確保及び信頼性の向上のため、できる限り農薬を使用

しない農林産物の生産技術の開発及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるもの

とする。 

２ 県は、畜産物の安全性の確保及び信頼性の向上のため、家畜の飼養に当たっての衛生

的な管理の指導及び促進、家畜の伝染性疾病の検査及び監視並びに防疫体制の整備、畜

産物の生産過程に関する情報の記録及びその保管に対する支援その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

３ 県は、水産物の安全性の確保及び信頼性の向上のため、生鮮の水産物の鮮度の保持に

必要な技術の開発及びその成果の普及、水産物の生産過程に関する情報の記録及びその

保管に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（衛生管理の高度化） 

第十条 県は、食品関連事業者が行う食品の衛生管理の高度化に対する取組を促進するた

め、食品の製造、加工又は調理を行う過程における衛生管理に関する基準を策定し、そ

の普及に努めるものとする。 

 

第十一条 県は、前条に定めるもののほか、食品関連事業者が行う食品の衛生管理の高度

化に対する取組を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものと

する。 

 

（食品表示の適正化） 

第十二条 県は、食品表示に対する県民の信頼を確保するため、事業所における食品表示

に係る管理の体制に関する基準を策定し、その普及に努めるものとする。 

 

第十三条 県は、前条に定めるもののほか、食品表示に対する県民の信頼を確保するた

め、食品表示が適正に実施されるよう監視及び指導を行うとともに、食品表示に係る制

度に関し、普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（緊急の事態への対処） 

第十四条 県は、食品の安全性又は信頼性に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあ

る緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体制を整備するものとする。  

２ 県は、前項の事態への対処について、あらかじめ、その具体的な手順を定めておくよ

う努めるものとする。 

 

（情報の収集等） 

第十五条 県は、食の安心・安全に関する科学的知見に基づく情報その他の情報の収集整

理、分析等を行い、県民及び食品関連事業者に対し、必要な情報を提供するものとす

る。 

 



（情報及び意見の交換の機会の提供）  

第十六条 県は、食の安心・安全に関し、食品関連事業者と県民とが相互に理解を深める

ことができるようにするため、情報及び意見の交換の機会を提供するものとする。 

 

（県民運動）  

第十七条 県は、地域社会において食の安心・安全を推進する気運の醸成を図るための県

民の運動（以下「県民運動」という。）が促進されるように、学習の機会及び情報の提

供その他の必要な措置を講ずるものとする。  

２ 県は、市町、食品関連事業者及び県民と連携し、県民運動を促進するための体制の整

備に努めるものとする。 

 

（県民の参画）  

第十八条 県は、食の安心・安全の推進を担うべき高度な知識を有する人材を育成するよ

う努めるものとする。  

２ 県は、前項の人材を積極的に活用するよう努めるものとする。 

 

（食を考える日）  

第十九条 食品関連事業者及び県民は、毎月第三日曜日を標準として、おおむね毎月一回

以上、一定の日を定めて、食の安心・安全の重要性を認識し、食品の安全性の確保及び

信頼性の向上に関する知識及び理解を深めるための取組をするよう努めるものとする。  

２ 県は、毎年、期間を定めて、食を考える日（前項の規定により食品関連事業者及び県

民が定める日をいう。）の趣旨について啓発活動を行うものとする。 

 

（食育の推進）  

第二十条 県は、県民が食の安心・安全を実践するためには、食品の安全性に関する知識

及び安全な食品を自ら選択する力を習得することが必要であることにかんがみ、食育の

推進を図るものとする。 

 

（地産地消の推進） 

第二十一条 県は、地産地消（食品が生産された地域内で当該食品を消費することをい

う。以下同じ。）が食品の安全性の確保及び信頼性の向上に関する県民の知識及び理解

を深め、県民と食品関連事業者との相互理解を促進することにより、食の安心・安全に

資するものであることにかんがみ、地産地消を推進するものとする。 

 

（環境への配慮） 

第二十二条 県は、食品の安全性の確保に支障が生ずることを防止するため、環境に及ぼ

す影響が少ない生産方式の開発及びその普及その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（監視等の体制の整備） 

第二十三条 県は、食品供給行程の各段階を通じて食品の安全性を確保するための施策を



適正に実施するために必要な監視、指導及び検査の体制の整備に努めるものとする。 

 

（財政上の措置） 

第二十四条 県は、食の安心・安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 

第三章 健康被害の防止及び食品表示の適正化に関する措置 

 

（県民からの申出に対する措置）  

第二十五条 県の機関は、県民から食品が原因となって人の健康に係る被害が生じ、若し

くは生ずるおそれがある旨又は食品表示が適正に行われておらず、若しくは行われてい

ないおそれがある旨の申出があったときは、必要に応じ関係機関と連携して、速やかに

調査を行い、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。 

 

（出荷の制限） 

第二十六条 農林水産物を生産し、又は採取する者（これらの者により構成される団体を

含む。）は、食品衛生法第十三条第二項又は第三項の規定により販売してはならないこ

ととされている食品に該当する農林水産物を出荷してはならない。 

 

（食品表示責任者） 

第二十七条 県の区域内に事業所又は事務所を有する食品関連事業者(食品の輸入、製造、

加工又は販売を行う者に限る。）は、その営業に係る事業所又は事務所ごとに、食品表

示に関する責任者（以下「食品表示責任者」という。）を置くよう努めるものとする。 

２ 前項に規定する食品関連事業者は、その営業に係る事業所又は事務所に食品表示責任

者を置いたときは、食品表示責任者に次に掲げる業務を行わせるものとする。 

一 当該事業所又は事務所において取り扱う食品の食品表示が適正に行われるように、 

その食品の輸入、製造、加工又は販売に従事する者を監督すること。 

二 役員、使用人その他の従業者に対して、食品表示に関する啓発を行うこと。 

三 当該事業所又は事務所における食品表示に関し、食品関連事業者に対して、必要な 

意見を述べること。 

３ 第一項に規定する食品関連事業者は、その営業に係る事業所又は事務所に食品表示責

任者を置いたときは、前項第三号の規定による食品表示責任者の意見を尊重しなければ

ならない。 

 

（立入検査等） 

第二十八条 知事は、第二十五条及び第二十六条の規定の施行に必要な限度において、食

品関連事業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に、当該食品関連事業者

の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、食品、生産資材、施設、帳簿書類その他

の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するために必要な限度に

おいて食品、生産資材その他の物件の提出を求めさせることができる。  



２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 

（勧告及び公表） 

第二十九条 知事は、第二十六条に規定する者が同条の規定に違反して同条に規定する農

林水産物を出荷した場合には、その者に対し、当該農林水産物の出荷の停止その他必要

な措置をとるべきことを勧告することができる。 

２ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないとき

は、その旨を公表することができる。 

３ 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合には、当該公表に係る者に対し、

弁明の機会を与えなければならない。 

４ 前項の規定による弁明の機会の付与については、山口県行政手続条例（平成七年山口

県条例第一号）第三章第三節の規定の例による。 

 

第四章 山口県食の安心・安全審議会 

 

第三十条 食の安心・安全に関する重要事項についての調査及び審議並びに食の安心・安

全に関する施策についての建議に関する事務を行わせるため、審議会を置く。  

２ 審議会は、委員十五人以内で組織する。  

３ 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。  

４ 前三項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定

める。  

 

第五章 雑則  

 

（規則への委任）  

第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則

で定める。  

 

附 則  

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。  

 

附 則（平成二六年条例第三六号）抄  

（施行期日）  

１ この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。  

 

附 則（平成二七年条例第三六号）  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成二十八年四月一日



から施行する。 

 

附 則（令和三年条例第八号）  

（施行期日）  

１ この条例は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、公

布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に着手された改正前の山口県食の安心・安全推進条例第二十 

七条第一項に規定する食品の回収（以下「施行前食品回収」という。）については、同

条例第二条第五項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、なおその効力を有

する。 

（山口県の事務処理の特例に関する条例の一部改正） 

３ 山口県の事務処理の特例に関する条例（平成十二年山口県条例第二号）の一部を次 

のように改正する。 

     〔次のよう〕略 

 

 


